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教育訓練休暇給付金について 

平塚公共職業安定所 

雇用保険給付課 

 

地域の事業所の皆さまにおかれましては、平素から、当所の雇用保険給付業務につきまして格別

のご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、今回は雇用保険給付制度のうち、令和７年１０月に創設されました「教育訓練休暇給付金」

について、ご案内とお願いを申し上げます。 

この給付金は、労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して

仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付（基本手当）に相

当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度です。（高年齢被保険者、短期雇用特例被保険

者、日雇労働被保険者は対象外です。） 

ポイントといたしまして、「教育訓練休暇給付金」の対象となる休暇は、①就業規則や労働協約に

規定された休暇制度に基づく休暇であること、②労働者本人が教育訓練を受講するために自発的に

取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する３０日以上の無給の休暇であること、③学校

教育法に定める大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校が提供する教育訓練等、教育訓

練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等、職業に関する教育訓練として職業安定

局長が定めるもの（司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等）となっています。 

受給できる期間は９０日から１５０日（雇用保険に加入していた期間に応じて異なります。）給

付金額は、原則休暇開始日前６か月の賃金日額に応じて算出されます。 

制度の詳細や注意点につましては、厚生労働省のホームページをご参照ください。 

事業主の皆さまにおかれましては、就業規則または労働協約等の整備、また教育訓練休暇開始時

賃金月額証明書の作成等、大変な労力とご負担をおかけすることになりますが、従業員の方からの

相談がございましたら、貴社の人材のキャリア形成、リスキリング推進のため、休暇制度の導入や

正確な資料の作成等につきましてご検討とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

今月号の内容（Contents） 

★ 教育訓練休暇給付金について 

★ 雇用失業情勢 

★ スポットワークの労務管理について 

★ 電子申請をお考えの事業主の皆様へ 

ハローワーク平塚 TEL0463-24-8609 

ホームページで随時情報を発信中！是非ご覧ください 



フルタイム

パートタイム

近隣のハローワーク
での有効求人倍率

　求職者１人に対して何人
の求人があるのかを示して
るのが有効求人倍率です。
　11月に平塚職安で有効
だった求人数とその職種を
希望していた求職者数がも
とになっています。
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有効求人倍率も職種ご
とでさまざまです。
求人募集の参考にして
ください。
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「スポットワーク」を利用する事業主の皆さまへ

「 知らない 」では済まされない

急に人手が欲しいときなどに利用する「スポットワーク」 。最近利用者が

急増しています。

「スポットワーク」の労務管理上の注意点をまとめましたので、理解した上で

「スポットワーク」を利用しましょう。

労働に関する
トラブル
にならない
ために

都道府県労働局・労働基準監督署

※ このリーフレットでは、スポットワークとは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働く

こととしています。

※ スポットワークにはさまざまな形態がありますが、このリーフレットでは、スポットワークの雇用仲介

を行う事業者（以下「スポットワーク仲介事業者」という。）が提供する雇用仲介アプリ（以下「アプリ」と

いう。）を利用してマッチングや賃金の立替払を行うものを対象とします。

「 スポッ トワーク 」の
労務管理



スポットワークは、事業主とスポットワーカーが直接

労働契約を締結することとなり、労働基準法等を守

る義務は、労働契約を締結した事業主に生じます。

誰と誰が労働契約を締結するのかを確認しましょう

労働契約の成立時期を確認しましょう

スポットワーカーに労働条件を明示しましょう。労働条件を明示しなかった場合には、労働基

準法違反となります。

労働条件を書面の交付などの方法で明示することは事業主の義務であり、未然にトラブルを

回避することにもつながります。

労働条件通知書の交付はスポットワーク仲介事業者が代行してくれる場合もありますが、交

付は事業主の義務なので、きちんと交付されているか、その内容は適切か、事業主の皆さま

は確実に確認しましょう。もしスポットワーク仲介事業者から交付されていない場合、事業主

から交付してください 。

労働契約成立後は労働基準法等を守りましょう

労働契約締結時における注意点１

「知らない」では済まされない

「スポットワーク」の労務管理

労働契約が成立すると、事業主には労働基準法等を守る義務が生じます。予定された就業開

始前に労働条件を明示することなどが必要となります。

スポットワーク
仲介事業者

スポットワーカー 事業主

①求人掲載②応募

③労働契約の締結

労働契約は、労働者が事業主に使用されて労働し、事業主がこれに対して賃金を支払うこと

について、労働者及び事業主が合意することによって成立します。（労働契約法第６条）

労働契約の成立時期は個別の具体的な状況によります。原則として、労働契約の成立をもっ

て労働関係法令が適用されることになるので、労使双方で成立時期の認識を共有した上で、

労働契約を締結することが求められます。

労働契約成立後の解約（いわゆる「キャンセル」）について、その事由や期限をあらかじめ示し

た契約（解約権留保付労働契約）を労使間で締結する場合には、当該事由が合理的であるこ

とや、労働契約法第３条第１項の労使対等の原則の趣旨を踏まえスポットワーカーにのみ不

利な内容にならないことに留意する必要があります。

※ 事業主の都合で仕事を直前に解約することは、就労のためのスポットワーカーの準備を無駄にさせ、その日の別の

就労機会を見つける時間的余裕がない状態に陥らせるおそれがあり、労働者保護の観点から、不適切であると考えら

れます。このため、事業主からの解約の期限については、別の就労機会を見つける時間的余裕に配慮した設定が求め

られます。

※ 民法上、契約期間の定めのある労働契約については、労使間で特段の合意がない場合は、やむを得ない事由（天災

事変等）がある場合を除き、労働契約成立後に解約することはできません。

なお、一旦確定した労働日や労働時間等の変更は、労働条件の変更に該当し、事業主とス

ポットワーカー双方の合意が必要です。

※ スポットワーカーとスポットワーク仲介事業者が労働契約を結ぶ

ものではありません。

スポットワークでは、アプリを用いて、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募

し、面接等を経ることなく、短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的です。

面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、

事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合意があったもの

として労働契約が成立するものと一般的には考えられます。



２

事業主の指示により、就業を命じた業務に必要な準備行為（指定の制服への着替え等）や業

務終了後の業務に関連した後始末（掃除等）を就業先内において行った時間などは労働時間

に当たります。求人の際に、これら着替え等の時間も含めて始業・終業時刻を設定しましょう。

予定した始業時刻より前に、事業主の指示により、就業を命じた業務に必要な準備行為（指

定の制服への着替え等）などが発生した場合は、その時間を労働時間として取り扱ってくだ

さい。

なお、事業主の指示により待機を命じた時間も労働時間に該当することから、待機後の事由

にかかわらず、事業主は待機時間に対する賃金を支払う必要があることに留意してください。

業務に必要な準備行為等も労働時間です

賃金・労働時間に関する注意点３

スポットワーカーから予定していた労働時間と異なる実際の労働時間による修正の承認申請

がなされた場合は、事業主は、賃金はスポットワーカーの生活の糧であることを踏まえ、予定

された労働時間に基づき勤務した賃金は遅滞なく支払うとともに、予定の労働時間と異なる

時間については、速やかに確認し、労働時間を確定させましょう。

実際の労働時間を速やかに確認しましょう

※ 休業手当の代わりに、その日に約束した賃金を全額支払うことで差し支えありません。

※ 休業手当を支払う場合であっても、事業主自身の故意、過失等により労働者を休業させることに

なった場合は、賃金を全額（休業手当を既に支払っている場合は当該手当を控除した額）支払う必要

があります。（民法第536条第２項）

「知らない」では済まされない

「スポットワーク」の労務管理

労働時間の考え方については「労働時間の適正

な把握のために使用者が講ずべき措置に関する

ガイドライン」をご覧ください。

労働契約成立後に事業主の都合で丸１日の休業または仕事の早上

がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者

の責に帰すべき事由による休業」となるので、スポットワーカーに

対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要があります。

丸１日の休業または仕事の早上がりをさせることになった

実際の労働時間に対する賃金を労働条件通知書に記載された所定支払日までに支払わなけ

れば労働基準法違反となります。

休業させる場合の注意点

一方的な賃金の減額は違法です

賃金について、労働条件通知書などで示した額を一方的に減額したり、「別途支払う」として

いた交通費などを支払わない場合には、労働基準法違反となります。



スポットワーカーが通勤の途中または仕事中にケガをした場合、スポットワーカーは就労先

の事業について成立する保険関係に基づき労災保険給付を受けることができます。（労働者

災害補償保険法第７条等）

通勤途中または仕事中にケガをした場合

その他の注意点４

（R７．７）

スポットワーカーの労働災害防止のため、労働安全衛生法等に基づく各種措置（雇入れ時等

における機械等の危険性や安全装置の取扱方法等の教育の実施等）を講じましょう。

労働災害防止対策も事業主の義務です

スポットワーカーに対するパワハラやセクハラなどハラスメン

ト防止のため、労働施策総合推進法等に基づく各種措置（相談

窓口や行為者に対する措置内容の周知等）を講じましょう。

ハラスメント対策も事業主の義務です

「知らない」では済まされない

「スポットワーク」の労務管理

賃金や労働時間、休業手当等の

労働基準法等に関する

お問い合わせは労働基準監督署へ

パワハラなどに関する相談や、ど

こに相談したらよいか分からない

方は総合労働相談コーナーへ
※労働問題に関するあらゆる

分野の相談受付窓口です

※ 労災保険料については、事業主のご負担になります。



事業主の皆様へ

電子申請をお考えの皆様へ
～電子申請アドバイザーがお手伝いいたします。～

神奈川労働局 神奈川雇用保険電子申請事務センター

電話：０４５－３１２－７２４１

曜日・時間 ：火・水・金 １０：００～１２：００ （祝日・年末年始を除く）

曜日と時間は、都合により予告なしに中止・変更することがあります。

アドバイザーによる電話相談

＊電子申請アドバイザーは、神奈川労働局長の委嘱を受けた社会保険労務士です。

 電子申請事務センターでは、電子申請の利用をお考えの事業主の皆様へ、電子申請
アドバイザーによる電話相談を実施しています。

 その他にも、訪問相談や電子申請利用に関する説明会も実施しています。ご希望の
場合は、電子申請事務センターまでご連絡ください。

 実施する時間以外および詳細については、各機関に直接ご相談ください。
「e-Gov」などのパソコン操作については、

• 「e-Gov」は、電子政府利用支援センター 「０５０－３７８６－２２２５」

• 「届出作成プログラム」は、年金加入者ダイヤル 「０５７０－００７－１２３」

• 「ＧビズＩＤ」の取得は、ＧビズＩＤヘルプデスク 「０５７０－０２３－７９７」

 電子証明書については、各認証局にお問い合わせください。
 市販の外部連携ＡＰＩソフトウエアを利用する場合は、購入元へお尋ねください。

紙で届出されていた行政機関の各種申請手続きをインターネットを利用して、
いつでも、どこでもオフィスなどから行える手続きのことです。

e-Gov電子申請とは… （e-Gov HP）

いつでもどこでも 個人情報持ち運び不要 コストをかけずに

e-Gov HP

（電子申請に関する事業主向けの相談です。）

https://www.e-gov.go.jp/

